
 

 

 

 
 
 

県内市町の平成28年度決算見込み(普通会計)及び健全化指標等 

 

１ 決算規模 

  平成28年度の県内市町（29市12町）の決算規模は、前年度に比べ、歳入では、地方交付税等及び

税交付金の減少等により、62 億円の減(▲0.3%）、歳出では、扶助費及び物件費の増加等により、16

億円の増(＋0.1%）となった。 

   歳 入 2兆4,387億円（対前年度比▲62億円、▲0.3%） 

   歳 出 2兆3,918億円（対前年度比＋16億円、＋0.1%）  
２ 決算収支 

  実質収支・実質単年度収支共に、当初見込みより地方税や税交付金等が減少したことから黒字幅は

縮小している。 

（１）実質収支：252億円の黒字（対前年度比▲80億円） 

  ・昭和52年度以来、40年連続黒字 

  ・全団体で黒字（最大：姫路市（55.6億円）、最小：加西市（0.3億円）） 

（２）実質単年度収支：63億円の黒字（対前年度比▲185億円） 

  ・16団体黒字（最大：芦屋市（38.9億円））、25団体赤字（最大：播磨町（▲13.6億円））  
３ 歳入・歳出の状況等 

（１）歳入決算の内訳                           （単位：億円、％） 

区   分 
平成28年度 平成27年度 増減額ｃ 増減率 

ａ 構成比 ｂ 構成比 ａ－ｂ ｃ÷ｂ×100 

1 地方税 9,010 36.9 8,950 36.6 60 0.7 
 うち市町村民税法人税割 513 2.1 562 2.3 ▲49 ▲8.7 
 うち市町村民税所得割 3,118 12.8 3,064 12.5 53 1.7 
 うち固定資産税 3,844 15.8 3,807 15.6 37 1.0 
2 地方交付税等 3,980 16.3 4,191 17.1 ▲210 ▲5.0 
 地方交付税 2,991 12.3 3,108 12.7 ▲117 ▲3.8 
 臨時財政対策債 990 4.1 1,083 4.4 ▲93 ▲8.6 
3 地方譲与税・交付金等 1,318 5.4 1,486 6.1 ▲168 ▲11.3 
 うち地方譲与税 170 0.7 172 0.7 ▲2 ▲1.2 
 うち地方消費税交付金 893 3.7 995 4.1 ▲102 ▲10.3 
 うち株式等譲渡所得割交付金 30 0.1 66 0.3 ▲36 ▲54.5 
4 国庫支出金 3,849 15.8 3,788 15.5 61 1.6 
5 県支出金 1,416 5.8 1,384 5.7 32 2.3 
6 地方債（臨財債除く） 1,460 6.0 1,542 6.3 ▲82 ▲5.3 
7 その他 3,353 13.7 3,108 12.7 245 7.9 

歳入合計 24,387 100.0 24,448 100.0 ▲62 ▲0.3 
 一般財源（1～3） 14,308 58.7 14,626 59.8 ▲318 ▲2.2 
 特定財源（4～7） 10,078 41.3 9,822 40.2 256 2.6 

   ※ 端数処理により、表内において合計が一致しない場合がある（以下、同じ）。 

作成年月日 平成２９年９月２９日 

作成部局 企画県民部企画財政局市町振興課 
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① 地方税           9,010億円（対前年度比＋60億円、＋0.7%） 

・市町村民税法人税割の税率引下げの影響の平年度化等により、法人市町村民税の減少（▲49億円、

▲8.7%）があるものの、景気の回復による市町村民税所得割の増（＋53億円、＋1.7%）や家屋の

新築増に伴う固定資産税の増（＋37億円、＋1.0％）により増加。 

② 地方交付税等        3,980億円（対前年度比▲210億円、▲5.0%） 

  ・地域経済・雇用対策費の減等により基準財政需要額が減となったことに加え、基準財政収入額が

増加したことにより減少。 

③ 地方譲与税・交付金等    1,318億円（対前年度比▲168億円、▲11.3%） 

・年度前半の円高の影響に伴う地方消費税の減による地方消費税交付金の減（▲102億円、▲10.3％）

等により減少。 

④ 国庫支出金         3,849億円（対前年度比＋61億円、＋1.6%） 

・児童保護費等負担金（＋22億円、＋11.7%）、障害者自立支援給付費等負担金（＋44億円、＋9.1%）

の増等により増加。 

⑤ 県支出金          1,416億円（対前年度比＋32億円、＋2.3%） 

・児童保護費等負担金（県負担分）（＋12億円、＋11.6%）、障害者自立支援給付費等負担金（県負

担分）（＋21億円、＋9.3%）の増等により増加。 

⑥ 地方債（臨時財政対策債除く）1,460億円（対前年度比▲82億円、▲5.3%） 

・東日本大震災復興特別予算における全国防災事業の終了に伴う全国防災事業債の減や、災害復旧

事業債の減等により減少。 

（２）歳出決算の内訳                          （単位：億円、％） 

区   分 
平成28年度 平成27年度 増減額ｃ 

ａ－ｂ 
増減率 

ｃ÷ｂ×100 ａ 構成比 ｂ 構成比 

義務的経費 12,645 52.9 12,536 52.4 109 0.9 
  人件費 3,753 15.7 3,800 15.9  ▲47 ▲1.2 
  扶助費 5,816 24.3 5,574 23.3 242 4.3 

  公債費 3,076 12.9 3,161 13.2 ▲86 ▲2.7 
投資的経費 2,922 12.2 2,961 12.4 ▲39 ▲1.3 

  普通建設事業費 2,881 12.0 2,865 12.0 16 0.6 

   うち補助事業費 1,051 4.4 1,097 4.6  ▲46 ▲4.2 

   うち単独事業費 1,716 7.2 1,676 7.0 40 2.4 

  災害復旧事業費 40 0.2 96 0.4 ▲55 ▲57.3 
その他経費 8,351 34.9 8,405 35.2 ▲54 ▲0.6 
  うち補助費等 2,105 8.8 2,150 9.0 ▲45 ▲2.1 

歳出合計 23,918 100.0 23,902 100.0 16 0.1 

① 義務的経費         1兆2,645億円（対前年度比＋109億円、＋0.9%） 

・繰上償還等に伴う公債費の減（▲86 億円、▲2.7%）、退職手当の減少等に伴う人件費の減（▲47

億円、▲1.2%）があったものの、年金生活者等支援臨時福祉給付金の新設、保育士の待遇改善等

に伴う子どものための教育・保育給付費の増等により扶助費が増加（＋242 億円、＋4.3%）した

ことにより増加。 

② 投資的経費          2,922億円（対前年度比▲39億円、▲1.3%） 

・合併特例事業に係る庁舎の建設などの単独事業が増加（＋40億円、＋2.4%）したものの、全国防

災事業の終了に伴う補助事業の減（▲46 億円、▲4.2%）や、災害復旧事業費の減（▲55 億円、

▲57.7%）により減少。 

③ その他経費          8,351億円（対前年度比▲54億円、▲0.6%） 

・平成 27 年度に実施した地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用したプレミアム付商

品券の発行に係る商工会への補助の終了や交通事業の廃止に伴う繰出金の減による補助費等の

減（▲45億円、▲2.1%）等により減少。 
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（３）基金残高          4,707億円（対前年度比＋99億円、H27末 4,609億円） 

・自然災害や普通交付税の合併算定替による特例措置の適用期限終了への対応等に備えて財政調整

基金を積み立てたこと等により、全体として99億円、2.1%増加した。 

 

（４）地方債残高         2兆8,517億円（対前年度比▲234億円、H27末 2兆8,751億円） 

・繰上償還の実施等により、元金償還額が地方債発行額を上回ったため、全体で0.8%減少した。 

・平成11年度（4兆503億円）以降、引き続き減少している。 

 

４ 財政指標等 

（１）経常収支比率        94.0%（対前年度比＋2.3%、H27 91.7%） 

・人件費、物件費、扶助費等の経常経費が増（＋19億円、＋0.1%）となるとともに、地方税等の経常

一般財源が減（▲312 億円、▲2.3%）となったため、経常収支比率は平均 94.0%となり、前年度か

ら2.3%悪化した。 
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（２） 健全化判断比率･･･【 別紙１ 】 

  ① 実質赤字比率 

   ○ 実質赤字団体はなし 

  ② 連結実質赤字比率 

   ○ 連結実質赤字団体はなし 

  ③ 実質公債費比率 

   ○ 早期健全化基準(25％以上)の超過団体はなし 

   ○ 地方債許可団体（18％以上）は、昨年度から１団体（淡路市）減少し、２団体（篠山市、上

郡町） 

   ○ 30団体で低下、10団体で上昇（変動なし１団体） 

    ・ 繰上償還の実施等による公債費充当一般財源の減等により30団体で数値が低下した。 

・ 一方、下水道事業債等の償還財源に係る充当繰入金の増や、合併算定替の縮減開始に伴う

標準財政規模の減等により、10団体で数値が上昇した。 

○ 最高：篠山市(19.2％)、最低：播磨町(0.4％) 
 
   実質公債費比率の高い団体の状況                     （単位：％） 

順 

位 
団体名 

28年度 

Ａ 

27年度 

Ｂ 

増減 

Ａ－Ｂ 
主な増減理由 

1 篠山市 19.2 19.8 ▲0.6 一般廃棄物処理事業債及び旧合併特例事業債の一部償還
に伴う元利償還金の減（▲9.4億円） 

2 上郡町 18.7 18.5 ＋0.2 一部事務組合（にしはりま環境事務組合）の起こした地方債に充
てたと認められる負担金の増（＋0.5億円） 

3 淡路市 16.7 18.4 ▲1.7 繰上償還の実施等に伴う元利償還金の減（▲5.9億円） 

   ※ 実質公債費比率は3年平均であるため、「主な増減理由」はH28年度とH25年度の増減比較で記載 
 
  ④ 将来負担比率 

   ○ 早期健全化基準(350％以上)の超過団体はなし 

   ○ 25団体で低下、９団体で上昇（変動なし７団体） 

・ 繰上償還の実施等による地方債現在高の減や充当可能基金の増等により、25 団体で数値が

低下した。 

・ 一方、準元利償還金の増に伴う公営企業債等繰入見込額の増や、基準財政需要額算入見込額

の減少による充当可能財源の減等により、９団体で数値が上昇した。 

   ○ 最高：上郡町(218.0％)、最低：播磨町(▲120.6％) 
 
   将来負担比率の高い団体の状況                      （単位：％） 

順 

位 
団体名 

28年度 

Ａ 

27年度 

Ｂ 

増減 

Ａ－Ｂ 
主な増減理由 

1 上郡町 218.0 228.5 ▲10.5 
地方債の新規発行の抑制による地方債現在高の減（▲2.8

億円） 

2 淡路市 200.1 208.8 ▲8.7 繰上償還の実施等に伴う地方債現在高の減（▲21.8億円） 

3 篠山市 191.0 191.7 ▲0.7 
旧合併特例事業債等の一部償還に伴い地方債現在高が減
（▲18.1 億円）となる一方、充当可納基金の減（▲10.1
億円）等により数値としては微減 

 

（３）資金不足比率･･･【 別紙２ 】 

   ○ 経営健全化基準（20％以上）の超過団体はなし。 

   ○ 資金不足が生じている事業数は、昨年度より１事業減の５事業(病院４、交通１）となった。  
＜問い合わせ先＞ 
兵庫県企画県民部企画財政局市町振興課財政班 TEL：078-362-3096 

以下の健全化判断比率は、28年度決算に基づく各市町の算定

結果を速報値としてとりまとめたものであり、今後、変動す

る場合があります。 
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【別紙１】県内市町の健全化判断比率一覧

（単位：％）

実質公債費比率

順位 順位

－ 11.25 － 16.25 7.4 14 ▲ 0.5 80.0 25 ▲ 0.2

－ 11.25 － 16.25 4.7 9 ▲ 0.8 0.7 9 ▲ 8.9

－ 11.25 － 16.25 13.9 33 0.1 112.3 33 ▲ 10.2

－ 11.25 － 16.25 3.4 3 ▲ 0.4 49.3 21 ▲ 2.2

－ 11.25 － 16.25 3.9 5 ▲ 0.8 29.1 14 ▲ 4.8

－ 12.92 － 17.92 13.8 32 0.7 126.5 34 6.7

－ 12.18 － 17.18 3.4 3 ▲ 2.1 96.0 28 ▲ 25.6

－ 11.46 － 16.46 8.5 18 0.1 4.9 10 ▲ 9.4

－ 13.72 － 18.72 14.4 34 0.6 137.7 36 ▲ 4.6

－ 11.87 － 16.87 11.8 27 ▲ 0.8 102.6 31 ▲ 9.9

－ 11.27 － 16.27 4.3 6 ▲ 1.0
－

（▲32.9）
1

－
（▲3.3）

－ 13.02 － 18.02 9.4 21 ▲ 0.3 129.9 35 ▲ 8.5

－ 13.08 － 18.08 8.4 17 0.6 10.1 12 ▲ 20.6

－ 11.38 － 16.38 4.4 8 ▲ 0.9 30.8 16 ▲ 12.2

－ 12.56 － 17.56 4.9 10 ▲ 0.8 44.7 20 1.6

－ 12.47 － 17.47 11.1 25 0.5 71.9 24 8.9

－ 11.80 － 16.80 11.8 27 ▲ 0.4 99.7 30 ▲ 14.4

－ 13.11 － 18.11 4.3 6 ▲ 0.9
－

（▲36.4）
1

－
（▲8.0）

－ 12.23 － 17.23 8.3 16 ▲ 0.6 6.6 11 4.5

－ 13.11 － 18.11 9.3 20 ▲ 1.0 68.6 23 7.0

－ 12.84 － 17.84 19.2 41 ▲ 0.6 191.0 39 ▲ 0.7

－ 12.99 － 17.99 8.9 19 ▲ 1.9
－

（▲15.4）
1

▲14.7
（▲30.1）

－ 12.33 － 17.33 6.4 13 ▲ 0.4 15.9 13 ▲ 2.6

－ 12.66 － 17.66 14.4 34 1.2 141.2 37 18.4

－ 12.93 － 17.93 9.5 22 ▲ 1.4 39.9 19 3.4

－ 12.61 － 17.61 16.7 39 ▲ 1.7 200.1 40 ▲ 8.7

－ 12.75 － 17.75 14.5 36 ▲ 0.5 110.6 32 ▲ 12.2

－ 13.06 － 18.06 5.1 11 ▲ 0.8
－

（▲95.5）
1

－
（▲17.2）

－ 12.37 － 17.37 12.9 31 ▲ 0.4 38.0 18 ▲ 7.1

－ 14.16 － 19.16 1.1 2 0.0
－

（▲101.9）
1

－
(4.3)

－ 13.85 － 18.85 16.5 38 1.2 29.9 15 0.8

－ 14.22 － 19.22 5.8 12 ▲ 1.0
－

（▲20.8）
1

－
（▲18.0）

－ 14.16 － 19.16 0.4 1 ▲ 1.0
－

（▲120.6）
1

－
(22.9)

－ 15.00 － 20.00 11.3 26 ▲ 0.3 64.4 22 ▲ 4.0

－ 14.83 － 19.83 12.0 30 ▲ 0.1 143.6 38 ▲ 10.3

－ 14.88 － 19.88 15.7 37 0.1 34.7 17 ▲ 0.9

－ 14.08 － 19.08 9.9 23 ▲ 0.5 93.3 26 13.9

－ 15.00 － 20.00 18.7 40 0.2 218.0 41 ▲ 10.5

－ 13.55 － 18.55 7.6 15 ▲ 1.2
－

（▲28.3）
1

－
（▲27.2）

－ 13.62 － 18.62 10.0 24 ▲ 1.3 98.0 29 ▲ 5.4

－ 14.27 － 19.27 11.8 27 ▲ 1.8 94.4 27 ▲ 11.4

－ － 7.8 ▲ 0.6 58.6 ▲ 5.0

－ － 8.0 ▲ 0.6 49.1 ▲ 7.1

－ － 9.7 ▲ 0.5 32.9 ▲ 4.2

－ － 7.9 ▲ 0.6 57.2 ▲ 4.9

－ － 8.2 ▲ 0.5 47.8 ▲ 6.8

注１ 実質赤字比率、連結実質赤字比率について、赤字が生じない団体は「－」で表示。
注２ 将来負担比率について、公債費充当可能財源等が将来負担額を上回るため比率が算定されない団体は、「－」で表示。

（下段括弧書きで、公債費充当可能財源等の超過率を参考表示。）
注３ 順位は、比率の低い順。
注４ 平均は、加重平均による。

宍粟市

25団体で改善、9団体で悪化

町平均

30団体で改善、10団体で悪化

県平均(神戸市除)

播磨町

市平均(神戸市除)

加東市

猪名川町

多可町

市平均

県平均

新温泉町

香美町

佐用町

上郡町

淡路市

南あわじ市

丹波市

高砂市

三木市

三田市

小野市

朝来市

養父市

篠山市

加西市

相生市

豊岡市

洲本市

伊丹市

川西市

加古川市

宝塚市

西脇市

赤穂市

たつの市

神河町

市川町

稲美町

太子町

福崎町

姫路市

明石市

芦屋市

神戸市

将来負担比率実質赤字比率

（参考）
早期健全
化基準

（参考）
早期健全
化基準

連結実質赤字比率

対前年度
増減率

(▲は改善)

対前年度
増減率

(▲は改善)

市町名

尼崎市

西宮市

速報値
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資金不足額
（百万円）

資金不足
比率
（％）

解消(予定)
年度

資金不足額
（百万円）

資金不足
比率
（％）

西宮市 23 0.5 未定 262 6.1
病床利用率の増による医業収益増
加、一般会計からの長期借入の結
果、資金不足比率が改善

宝塚市 727 6.9 未定 271 2.7
過去の他会計からの長期借入の返
済期限がH29に到来するため、資金
不足比率が悪化

川西市 669 14.0 未定 616 13.8
医業収益が増加したものの、人件
費、材料費の増加により、資金不足
比率は同水準で推移

たつの市 115 8.2 未定 125 9.9
医師数の増による医業収益増加に
より、資金不足比率が改善

新温泉町 0 - - 176 19.3
一般会計からの繰入金により資金
不足額を解消

交通
 自動車
 運送

神戸市 1,608 15.7 未定 1,610 15.5
乗車料収入の減収による営業収益
の減少等により、資金不足比率が
悪化。

●　経営健全化基準・・・資金不足比率20％以上

病院

H27年度（実績）H28年度（見込）

　【別紙２】県内市町の資金不足比率の状況 　

備考事業 団体
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■　用語集

　１　財政収支の均衡をみる指標

項　　目 算　　定　　式 説　　　　　明

形式収支 歳入決算額－歳出決算額 　現金主義の建前に立って、当該年度中に収入され
た現金（前年度からの繰越金を含む。）と支出され
た現金との差額を示した指標

実質収支 形式収支－翌年度に繰り越すべき財源 　発生主義の要素を加味して、当該年度に属すべき
収入と支出との実質的な差額、いわば地方公共団体
の純剰余又は純損失を示した指標

単年度収支 当該年度実質収支－前年度実質収支 　前年度の実質収支を除外した当該年度のみの実質
的な収入と支出との差額を示した指標

実質単年度収支 単年度収支＋財政調整基金積立額＋起債繰上償還額
　　　　（任意に行ったもの）－財政調整基金取崩額

　単年度収支から、実質的な黒字要素（基金積立、
繰上償還）及び赤字要素（基金取崩）を考慮した実
質的な単年度収支を示した指標

　２　財政構造の弾力性をみる指標

項　　目 算　　定　　式 説　　　　　明

経常収支比率 　 経常経費充当一般財源
　　  経常一般財源等

　経常経費：人件費、扶助費、公債費等
　経常一般財源：地方税、普通交付税、
　　　　　　　　地方譲与税　等

※　Ｈ１３以降においては、経常一般財源に、減税補 ※　公営企業会計における「経常収支比率」と
　填債及び臨時財政対策債の発行額を加えて算出する 　は定義が異なる。
　（Ｈ１９以降減税補填債に替えて減収補填債特例分
　を加えて算出）。

標準財政規模

　３　その他

項　　目

普通会計

一般会計

臨時財政対策債 　地方財政対策において、地方財源の不足に対処するため、従来の交付税特別会計借入金による方式に
代えて、平成１３年度より地方財政法第５条の特例となる地方債として発行されるもの。

財源の総量

　　　　　　　　　　　地方道路譲与税　　　　　　　　　 　地方道路譲与税

※　公営事業会計…　公営企業（水道、病院、交通など）、国民健康保険事業、介護保険事業、老人保

　　　　　　　　　　　航空機燃料譲与税　　　　　　　　 　航空機燃料譲与税               

　　　　　　　　　　　石油ガス譲与税　　　　　　　　　　 石油ガス譲与税

算入される。
　なお、臨時財政対策債（又は臨時財政対策債発行可能額）は、通常の地方債とは異なり、各指標（経

　　　　　　　区分して経理する必要がある場合において、条例で設置することができる。（地方自治
　　　　　　　法第２０９条第２項）

常収支比率、実質公債費比率等）の算定において一般財源として取り扱う。

　地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計で、地方公共団体の会計の中心をな
すもの。特別会計で計上される以外のすべての経費を一般会計で処理しなければならない。

　この臨時財政対策債の元利償還金は、翌年度以降の地方交付税の算定において基準財政需要額に全額

※　特別会計…　一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理するための

　　　　　　　　特定の事業を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と

　　　　　　　　　原則とする事業の会計

　経常的経費に経常一般財源がどの程度充てられて
いるかを示した比率で、比率が小さいほど、臨時の
財政需要に充当できる経常一般財源（経常余剰財
源）が大きくなり、財政構造が弾力的であるといえ
る。

説　　　　　　　　　　　　　　　　明

　個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっている等のため、財政比較や統一的な掌握が困難で

　地方公共団体の一般財源の標準的規模を示したもので、通常水準の行政活動を行ううえで必要な一般

ある。このため地方財政統計上統一的に用いられている会計区分。
　一般会計と、特別会計のうち公営事業会計に属するもの以外の会計を合算した会計区分をいう。

　　　　　　　　　　　特別とん譲与税　　　　　　　　　　 特別とん譲与税

　　　　　　　　　健医療事業、収益事業（競馬、競艇、宝くじなど）、農業共済事業など独立採算を

　　　　　　　会計。

　　　　　　　　　　　地方揮発油譲与税　　　　　　　　 　地方揮発油譲与税

　基準財政収入額　－　自動車重量譲与税　　 ×　　　＋　　自動車重量譲与税　 ＋普通交付税額＋臨時財政対策債発行可能額

市町村民税所得割におけ
る税源移譲相当額の25％

×１００

100
75

交通安全対策特別交付金

児童手当特例交付金

交通安全対策特別交付金

児童手当特例交付金
地方消費税交付金に係る

引き上げ分の２５％
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《地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要》 

  

○ 基 準 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」では、全団体が、（１）実質赤字比率、

（２）連結実質赤字比率、（３）実質公債費比率、（４）将来負担比率の４つの健全化判

断比率を算定・公表することとされ、その１つでも別表１「早期健全化基準（α値）」、

「財政再生基準（β値）」を上回った場合は、それぞれ「財政健全化計画」、「財政再生計

画」の策定が義務付けられ、早期に財政状況を是正することが求められる。 

また、公営企業についても、資金不足比率を算定・公表することとされ、その比率が

別表２「経営健全化基準（γ値）」を上回った公営企業は、「経営健全化計画」の策定が

義務付けられる。               
健全化判断比率等は、平成 19 年度決算から算定・公表され、平成 20 年度決算から基準

以上となった団体に対する計画策定の義務付けが適用される。                 
（別表１） 

 
早期健全化基準（α値） 財政再生基準（β値） 

市町村 (参考)都道府県 市町村 (参考)都道府県 

実質赤字比率 標準財政規模に応じて 

11.25～15.0％ 
3.75％ 20.0％ 5.0％ 

連結実質赤字比率 標準財政規模に応じて 

16.25～20.0％ 
8.75％ 

30.0％ 

20、21 年度は 40.0％ 
22 年度は 35.0％ 

15.0％ 

20、21 年度は 25.0％ 
22 年度は 20.0％ 

実質公債費比率 25.0％ 25.0％ 35.0％ 35.0％ 

将来負担比率 350.0％ 400.0％ ― ― 
           
（別表２） 

 経営健全化基準（γ値） 

資金不足比率 20.0％ 

 
 

○ 各指標の算式 

    

 

 
・一般会計等の実質赤字額： 
一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額 

・実質赤字の額 ＝ 繰上充用額 ＋ （支払繰延額＋事業繰越額） 

      
 

 

 
・実質連結赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額 

イ 一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実質
赤字を生じた会計の実質赤字の合計額 

    ロ 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額 
    ハ 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額 
    ニ 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額 

         一般会計等の実質赤字額 

            標準財政規模 
実質赤字比率＝ 

           連結実質赤字額 

            標準財政規模 
連結実質赤字比率＝ 

(都道府県 
・政令市) 
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・準元利償還金：イからホまでの合計額 

イ 満期一括償還地方債について、償還期間を３０年とする元金均等年賦償還とした場合における

１年当たりの元金償還金相当額 

ロ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充て

たと認められるもの 

ハ 組合等への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められ

るもの 

ニ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 

ホ 一時借入金の利子 

      
 

 

 

 

・将来負担額：イからチまでの合計額 

イ 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 
ロ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの） 
ハ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額 
ニ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額 

    ホ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額 
ヘ 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当

該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額 
    ト 連結実質赤字額 
    チ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 

・充当可能基金額：イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第 241 条の基金 
 
 
 

 

     
資本の不足額：一般会計等の実質赤字に相当するものとして、公営企業会計ごとに算定した額。 

なお、施設の耐用年数と企業債償還年限の違いから発生する赤字等については、資金の
不足額から一定控除されることとなっています。 

事業の規模 ：料金収入など主たる経営活動から生じる収益等に相当する額。 
 

 

          （地方債の元利償還金＋準元利償還金）－ 

（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

実質公債費比率 

（３ヵ年平均） 
＝ 

          将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る 

       基準財政需要額算入見込額） 

標準財政規模－（元金償還金・準元金償還金に係る基準財政需要額算入額） 

将来負担比率＝ 

         資金不足の額 

          事業の規模 
資金不足比率＝ 

- 11 -


